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◆
対
象
者
は
？

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
の
期
間
に
お
い
て
、

（
１
）　

雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資

格
者
（
例
：
倒
産
・
解
雇
な

ど
に
よ
る
離
職
）

（
２
）　

雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離

職
者
（
例
：
雇
い
止
め
な
ど

に
よ
る
離
職
）

　

以
上
の
理
由
で
失
業
等
給
付
を

受
け
る　

歳
未
満
の
方
で
す
。

６５

◆
軽
減
額
は
ど
れ
く
ら
い
？

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
の

所
得
な
ど
に
よ
り
計
算
さ
れ
ま
す
。

前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
と
し

た
場
合
、　

／　

と
み
な
し
て
計

３０

１００

算
し
ま
す
。

　
◆
軽
減
期
間
は
？

　

離
職
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で
の
期
間
で
す
。

※
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を
受

け
る
期
間
と
は
異
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、

途
中
で
就
職
し
て
も
引
き
続
き
対

象
と
な
り
ま
す
が
、
会
社
の
健
康

保
険
に
加
入
す
る
な
ど
国
民
健
康

保
険
を
脱
退
す
る
と
終
了
し
ま
す
。

◆
制
度
が
始
ま
る
前
の
失
業
は

対
象
外
で
す
か
？

　

制
度
が
始
ま
る
前
１
年
以
内

（
平
成　

年
３
月　

日
以
降
）に
離

２１

３１

職
さ
れ
た
方
は
、
平
成　

年
度
に

２２

限
り
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

※
た
だ
し
、
平
成　

年
度
の
保
険

２１

税
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
御

了
承
く
だ
さ
い
。

◆
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
申
告

　

が
必
要
で
す

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
写

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
雇
用
保

険
受
給
時
に
発
行
さ
れ
る
書

類
）

・
認
め
印

・
被
保
険
者
証

　

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
申
告
の
受
付
場
所

・
各
庁
舎
総
合
窓
口

・
国
保
年
金
課
（
小
城
庁
舎
）

 

み
か
ん
オ
ー
ナ
ー
募
集
！

　

牛
津
町
上
砥
川
の
み
か
ん
農
家

が
、
農
園
の
一
部
を
希
望
者
に
提

供
す
る
「
み
か
ん
オ
ー
ナ
ー
」
を

募
集
し
ま
す
。

　

希
望
者
は
農
家
に
管
理
委
託
料

や
収
穫
す
る
み
か
ん
代
を
含
む
申

込
金
を
お
支
払
い
た
だ
け
れ
ば

オ
ー
ナ
ー
に
な
れ
ま
す
。

◆
説
明
会
日
程

　

・
５
月　

日
（
日
）

１６

　

・
５
月　

日
（
水
）

１９

　

・
５
月　

日
（
金
）

２１

◆
時
間
（
３
日
間
と
も
）

　
　

時　

分
～　

時　

分

１３

３０

１４

３０

◆
場
所　

佐
賀
県
農
業
協
同
組
合

　

砥
川
支
所　

２
階
会
議
室

※
説
明
会
終
了
後
、
現
地
で
オ
ー

ナ
ー
の
木
を
選
定
し
、
申
込
金
を

い
た
だ
き
ま
す
。
※
雨
天
決
行

【
申
込
先
・
問
合
せ
】

　

農
林
水
産
課　

農
政
企
画
係

　
（
芦
刈
庁
舎
）
担
当　

塚
元

　

☎　
−

８
８
２
０

６３

“倒産・解雇などによる離職”、“雇い
止めなどによる離職”をされた方へ
平成２２年４月から国民健康保険税の軽減が始まりました

【問合せ】国保年金課　（小城庁舎）　担当　坂田・岩本　☎７３－８８０２

（例）昨年１年間の給与所得が２００万円の場合
軽減前
２００万×税率＝国保税所得割分

軽減後
①２００万÷１００×３０＝６０万画 臥蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊
②６０万×税率＝国保税所得割分

この場合、所得を
１４０万円分減額し
て計算されます！

砥
川
小

砥川小前
交差点

Ｊ
Ａ
さ
が

砥
川
支
所

み
か
ん
園
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（
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は

宝
く
じ
普
及
広
報
事
業
と
し
て
、

住
民
の
行
う
自
主
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
を
推
進
す
る
た
め
市
を

通
じ
て
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

助
成
を
希
望
さ
れ
る
団
体
の
方

は
、
お
早
目
に
ご
相
談
下
さ
い
。

　 

◆
助
成
対
象
事
業

　
（
昨
年
度
要
綱
よ
り
）

①
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事

業
▼
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
必

要
な
施
設
ま
た
は
設
備
の
整
備

に
関
す
る
事
業
（
環
境
美
化
・

福
祉
活
動
・
体
育
活
動
な
ど
）

助
成
金
額
１
０
０
万
円
～
２
５

０
万
円
）

②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
助

成
事
業
▼
助
成
金
額
は
対
象
事

業
費
の
５
分
の
３
以
内
、
上
限

１
、
５
０
０
万
円

③
自
主
防
災
組
織
育
成
助
成
事

業
▼
自
主
防
災
組
織
が
行
う
地

域
の
防
災
活
動
に
必
要
な
施
設

ま
た
は
設
備
の
整
備
に
関
す
る

事
業
。
助
成
金
額　

万
～
２
０

３０

０
万
円

④
青
少
年
健
全
育
成
助
成
事
業

▼
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
な
ど
が

主
体
と
な
っ
て
行
う
親
子
で
参

加
で
き
る
ソ
フ
ト
事
業
。
助
成

金
額　

万
円
～
１
０
０
万
円

３０

※
助
成
対
象
と
な
る
団
体
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
（
自
治
会
、
町

内
会
、
自
主
防
災
組
織
等
）
で
趣

味
の
サ
ー
ク
ル
等
は
対
象
外
で
す
。

助
成
対
象
経
費
・
助
成
額
な
ど
詳

し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
申
請
用
の
要
綱
の
決
定

は
８
月
頃
、
申
請
締
め
切
り
は
９

月
頃
の
予
定
で
す
。
助
成
内
容
は

変
更
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
助
成
を
検
討
さ
れ
て
い

る
場
合
は
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は

・
小
城
市
Ｈ
Ｐ
内
「
宝
く
じ
」

で
検
索
！

http://w
w
w
.city.ogi.lg.jp

　
        
 
 
               /  

（
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ

http://w
w
w
.jichi-sogo.jp

　
        
 
 
              /  

◆
助
成
の
活
用
例

　

平
成　

年
度
は
こ
の
宝
く
じ
の

２１

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
助
成

事
業
」
を
受
け
、「
芦
刈
町
道
免
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」
が
建

設
さ
れ
ま
し
た
。

 

「
市
報
さ
く
ら
」
の 

お
知
ら
せ

ロ
ゴ
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
！　

　

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見

に
お
応
え
し
、「
市
報
さ
く
ら
」
の

ロ
ゴ
が
５
月
５
日
号
か
ら
変
更
に

な
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
市
報
に
対
す
る
皆
さ

ん
の
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

市
報
に
家
族
の
思
い
出
を
！

　

市
報
さ
く
ら　

日
号
の
表
紙
で

２０

は
、
市
内
在
住
の
３
世
代
以
上
の

家
族
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
ご
家
族
の
記
念
に
い
か
が

で
し
ょ
う
か
？

　

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ご
家

族
に
は
記
念
品
を
贈
呈
し
て
い
ま

す
。

　

お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
！

　
【
問
合
せ
】
総
務
課

　

秘
書
広
報
係
（
牛
津
庁
舎
）

　

☎　

−
８
８
１
８

６３

コミュニティ助成
（宝くじ助成）を活用
してみませんか？
【問合せ】企画課　市民協働推進係（牛津庁舎）
　　　　　担当　山下・森永　☎６３－８８０３

平成２１年度宝くじ助成活用事例
道免区コミュニティセンター（芦刈町）（新築）

申込方法など詳細はお問合せください。
【問合せ】総務課（牛津庁舎） 担当：田中
☎６３－８８１８ E-mail：kouhou@city.ogi.lg.jp

掲載料 ・縦４．５㎝×横８．５㎝ １０，０００円
・縦４．５㎝×横１７．５㎝ ２０，０００円

有料広告募集中
市報を使って、
あなたのお店を
ＰＲしてみませんか？
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子
ど
も
手
当
の　
　
　
　
 

申
請
受
け
付
け
中
で
す
！

　

本
年
４
月
か
ら
子
ど
も
手
当
制

度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
手
当
の
対
象
者
に
つ
い

て
は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
に

申
請
手
続
き
を
さ
れ
な
い
と
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
４
月
分
か
ら
の
子
ど
も

手
当
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は

平
成　

年
９
月　

日
ま
で
に
申
請

２２

３０

を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
の
手
続
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
子
ど
も
手
当
の
対
象
者

と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
４
月
上
旬

に
案
内
通
知
を
郵
送
し
て
い
ま
す

が
、
通
知
が
届
い
て
い
な
か
っ
た

り
、
養
育
す
る
児
童
の
住
所
が
小

城
市
外
に
あ
る
世
帯
に
つ
い
て
は

案
内
通
知
が
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
詳
し
く
は
担
当
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

◆
受
付
場
所

　

こ
ど
も
課
（
小
城
庁
舎
２
階
）

◆
注
意
事
項

・
平
成　

年　

月
以
降
に
申
請
さ

画
臥

蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊

２２

１０

れ
た
場
合
は
、
申
請
月
の
翌
月

画
臥

蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊

分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

画
臥

蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊

・
案
内
通
知
は
対
象
児
童
が
い
る

世
帯
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
が
、

子
ど
も
手
当
の
申
請
は
、
子
ど

も
を
養
育
さ
れ
て
い
る
方
が
お

住
ま
い
の
市
区
町
村
で
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

・
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
の
手

続
と
な
り
ま
す
の
で
、
勤
務
先

に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
平
成　

年
３
月
ま
で
児
童
手

２２

当
を
受
給
さ
れ
て
い
た
方
で
、

平
成　

年
度
に
お
い
て
中
学

２２

２
・
３
年
生
に
児
童
が
い
な
い

方
は
手
続
き
は
不
要
で
す
。

（
児
童
手
当
か
ら
引
き
続
き
子

ど
も
手
当
を
支
給
し
ま
す
）

【
問
合
せ
】
こ
ど
も
課

　

子
育
て
支
援
係
（
小
城
庁
舎
）

　

担
当　

水
田

　

☎　

−

８
８
２
１ 

７３

病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
者
に

な
っ
た
ら
障
害
基
礎
年
金
を

　

障
害
基
礎
年
金
は
次
の
３
つ
の

条
件
が
そ
ろ
え
ば
支
給
さ
れ
ま
す
。

❶
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や

け
が
の
初
診
日
が
、
国
民
年
金
の

被
保
険
者
で
あ
る
と
き
、
又
は
国

民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方

が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
、　
６０

歳
以
上　

歳
未
満
で
あ
る
と
き
。

６５

※
初
診
日
：
障
害
の
原
因
と
な
っ

た
病
気
や
ケ
ガ
に
つ
い
て
、
初
め

て
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
療
を

受
け
た
日

❷
障
害
の
程
度
が
、
障
害
認
定
日

に
お
い
て
国
民
年
金
法
施
行
令
別

表
（
１
級
・
２
級
）
に
定
め
る
程

度
で
あ
る
こ
と
。

　

障
害
者
手
帳
が
２
級
だ
か
ら
、

障
害
年
金
も
２
級
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
診
断
書
を
提
出

さ
れ
て
か
ら
決
定
が
下
さ
れ
ま
す
。

※
障
害
認
定
日
：
障
害
の
程
度
を

定
め
る
日
。
障
害
の
原
因
と
な
っ

た
傷
病
に
つ
い
て
の
初
診
日
か
ら

起
算
し
て
１
年
６
か
月
を
経
過
し

た
日
、
又
は
１
年
６
か
月
以
内
に

症
状
が
固
定
し
た
場
合
は
そ
の
日
。

❸
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月

ま
で
に
被
保
険
者
期
間
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
被
保
険
者
期
間
の
う

ち
保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料

免
除
期
間（
一
部
納
付
し
た
期
間
）

を
合
算
し
た
期
間
が
３
分
の
２
以

上
で
あ
る
こ
と
。

（
初
診
日
が
平
成　

年
３
月　

日

２８

３１

以
前
の
場
合
は
、
初
診
日
の
属
す

る
月
の
前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に

保
険
料
の
滞
納
が
な
け
れ
ば
よ
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
）

◆
申
請
の
手
順

　

障
害
年
金
の
申
請
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
国
保
年
金
課
ま
で
ご
相

談
下
さ
い
。
そ
の
際
に
、
以
下
の

こ
と
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

①
ど
の
よ
う
な
障
害
な
の
か
。

②
病
気
の
発
症
し
た
時
期
、
初
診

日
。
病
院
、
通
院
の
状
況
等
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳

を
お
持
ち
の
方
は
、
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

※
初
診
日
が
厚
生
年
金
加
入
中
の

方
は
年
金
事
務
所
で
の
請
求
と

な
り
ま
す
。

　
【
問
合
せ
】
国
保
年
金
課

　
（
小
城
庁
舎
）
担
当　

古
川

　

☎　
−

８
８
０
２

７３

 まちの話題
あ
ー
も
！
（
Ａ
Ｕ
Ｍ
Ｏ
）
計
画

「
小
城
市
食
育
推
進
計
画

（
案
）」が
で
き
ま
し
た
！

　

食
育
推
進
計
画
策
定
委
員
会

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
の
議
論

を
重
ね
、
意
識
調
査
に
よ
る
現

状
や
課
題
等
を
反
映
し
た
も
の

で
、
策
定
委
員
会
会
長
の
澤
野

教
授
（
西
九
州
大
学
）
と
副
会

長
の
副
島
渉
先
生
（
歯
科
医
）

か
ら
市
長
へ
３
月　

日
（
木
）

２５

答
申
書
が
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

食
育
の
取
り
組
み
は
、
本

人
・
家
庭
、
地
域
、
幼
稚
園
・

保
育
園
・
学
校
、
生
産
者
及
び

行
政
等
が
連
携
協
働
し
、
推
進

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

あ
ー
も
！
計
画
に
つ
い
て
は
、

３
月　

日
号
市
報
に
概
要
を
掲

２０

載
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
版
を
各
家
庭
に
配
布

予
定
で
す
。

（中央）澤野会長、（右）副島副会長
から（左）市長に手渡されました。
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 まちの話題
遊
漁
船
ク
ラ
ブ
海
開
き

　

４
月　

日
（
土
）、
有
明
海
漁

１７

協
芦
刈
支
所
遊
漁
船
ク
ラ
ブ
の

海
開
き
が
行
わ
れ
、
関
係
者
約

　

人
が
参
加
し
て
海
の
安
全
を

２０祈
願
し
ま
し
た
。

　

遊
漁
船
ク
ラ
ブ
は
、
会
員　
１４

人
で
、
こ
れ
か
ら
８
月
ま
で
の

間
、
芦
刈
町
の
住
ノ
江
港
か
ら

出
港
し
、
有
明
海
沖
の
島
周
辺

で
ス
ズ
キ
釣
り
や
網
漁
体
験
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

　

料
金
等
の
問
合
せ
は
☎　

−６６

１
２
２
５

（
有
明
海
漁
協
芦
刈
支
所
）

〔
天
山
登
山
〕  

第
２
回　

親
子
ふ
れ
あ 

い
教
室
参
加
者
募
集
！

　

大
自
然
の
美
味
し
い
空
気
を
お

腹
い
っ
ぱ
い
に
吸
い
込
み
、
親
子

で
発
見
や
感
動
を
共
有
し
、
心
に

残
る
楽
し
い
思
い
出
を
つ
く
り
ま

せ
ん
か
。

◆
日
時　

６
月　

日
（
土
）

１２

　
　

時
開
始
・　

時
終
了
予
定

１０

１５

◆
場
所　

　

川
内
野
外
研
修
セ
ン
タ
ー

　

現
地
集
合
・
現
地
解
散

◆
内
容　

天
山
登
山

※
雨
天
時
は
紙
ヒ
コ
ー
キ
作
り
を

　

行
い
ま
す

◆
対
象　

市
内
在
住
の
親
子　

人
３０

　
（
子
ど
も
は
原
則
小
学
生
）

◆
参
加
費　

１
人
５
０
０
円

◆
携
行
品　

野
外
体
験
が
で
き
る

服
装
、
帽
子
、
タ
オ
ル
、
水
筒
、

軍
手
、
雨
具
、
防
寒
具
、
レ

ジ
ャ
ー
シ
ー
ト

◆
申
込
期
限　

６
月
３
日
（
木
）

【
問
合
せ
・
申
込
先
】

　

小
城
市
教
育
委
員
会

　

生
涯
学
習
課　

筒
井

　

☎　

−

８
８
０
８

７３

～
人
権
の
窓
～

「
こ
こ
ろ
の
解
放
へ
」　

社
会
教
育
指
導
員　

清
水
恵
美
子

　

最
近
、「
メ
ン
タ
ヘ
ル
ス
」
心
の

健
康
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

い
ろ
ん
な
生
活
上
の
障
害
や
生

き
る
こ
と
の
苦
し
さ
が
あ
っ
て
も

そ
れ
が
周
り
の
人
に
は
な
か
な
か

伝
わ
ら
な
い
し
理
解
し
て
も
ら
え

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
機
械
は

修
理
で
き
る
け
れ
ど
、
心
は
す
ぐ

に
は
回
復
し
な
い
。
悩
む
の
は

「
精
神
的
に
弱
い
か
ら
だ
」と
言
わ

れ
そ
う
で
「
つ
ら
い
」「
助
け
て
」

が
言
え
な
い
で
頑
張
っ
て
し
ま
う
。

こ
ん
な
こ
と
は
誰
に
も
あ
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
時
、供
自
分
は
こ
ん
な

思
い
を
し
て
い
る
僑
と
聴
い
て
も

ら
う
だ
け
で
、
気
持
ち
や
考
え
が

整
理
さ
れ
て
元
気
が
出
て
き
ま
す
。

　

自
分
を
大
切
だ
と
思
え
る
気
持

や
認
め
て
く
れ
る
仲
間
が
い
れ
ば

そ
の
支
え
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
ま
で
感
じ
て
き
た
こ
と
や
社

会
の
偏
見
や
差
別
意
識
へ
の
と
ら

わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
き
、
独

り
で
は
生
き
て
い
な
い
こ
と
を
実

感
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

五
月
病
と
い
わ
れ
る
時
期
で
す
。

自
分
の
も
つ
ち
か
ら
を
信
じ
て
、

新
た
な
環
境
の
な
か
で
元
気
よ
く

生
活
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

中
小
企
業
者
の
た
め
の 

資
金
融
資
制
度
の
貸
付 

条
件
を
拡
充
し
ま
し
た

◆
改
正
内
容

■
融
資
限
度
額

　

１
０
０
０
万
円
ま
で
融
資
上

限
額
を
拡
大
。

■
返
済
期
間

・
運
転
資
金
７
年
以
内

・
設
備
資
金　

年
以
内

１０

へ
返
済
期
間
の
延
長
。

◆
利
用
条
件

・
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
法
人

及
び
個
人
又
は
市
内
に
住
所
を
有

し
、
運
転
資
金
及
び
設
備
資
金
を

必
要
と
す
る
者
で
、
同
一
の
事
業

を
１
年
以
上
引
き
続
き
経
営
し
て

い
る
も
の
。

・
市
税
を
完
納
し
て
い
る
も
の

・
担
保　

原
則
不
要

・
保
証
人

　

個
人
事
業
者
：
原
則
不
要

　

法
人
：
原
則
法
人
代
表
者
の
み

◆
金
利

　

年
利
２
・
４
％

（
金
利
変
動
有
・
保
証
料
は
小
城

市
全
額
負
担
）

【
問
合
せ
・
申
込
み
先
】

　

小
城
商
工
会
議
所

　

☎　

−

４
１
１
１

７３

　

牛
津
芦
刈
商
工
会

　

☎　

−

０
２
２
２

６６
小城市マスコットキャラクター
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税
務
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

【 夜間納税相談】
 ５月１３日、２７日（木）
 １７：３０～２０：００
 場所　小城庁舎１階　
 　　　税務課

【問合せ】
 税務課（小城庁舎）
 ☎７３－８８１０
 ☎７３－８８０１

納期限を守りましょう！
５月３１日（月）納期限　　 軽自動車税／全期　　 固定資産税／1期

 
 土地の価格修正を実施しました
　固定資産税の評価額は、従来、３年間据え置くこととされていますが、平成２１年
度地価調査において著しい下落がありましたので宅地・雑種地等の価格修正を行い
ました。
　これにより価格修正が行われた土地について、平成２１年度の評価額と比較して引
き下げとなっている場合があります。

 亡くなられた方のお名前で納税通知書が届いている時は
　土地、家屋、償却資産の所有者が死亡されている場合は、代理人の届出（代表相
続人若しくは納税管理人）が必要です。

 家屋（建物）を建設、または取り壊した時は
　家屋を新・増築又は解体した時は固定資産係へご連絡ください。また、課税明細
書に記載されていない家屋、あるいは既に解体した家屋が記載されている場合もご
連絡ください。
【問合せ】税務課　固定資産係（小城庁舎）☎７３－８８０１

　身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの
方が取得し、又は所有する軽自動車のうち、本人や生計を一にする方が運転する軽
自動車について、一定の要件（障害の程度・使用目的等）を満たす場合、軽自動車
税の減免が受けられます。（小城市税条例第８９条・第９０条による）
※減免を受けられる車両は普通自動車（県税事務所申請分）を含め１台のみです。
※減免を受けられた場合、福祉タクシー券の交付が受けられなくなります。
※車両の登録事項に変更がない限り新たに申請をする必要はありません。

申請に必要な書類
障害者手帳等の各種手帳／運転者の免許証／減免を申請する車の車検証／印鑑
（認印で可）
※家族運転または軽自動車の名義が身体障害者等と生計を一にする方の場合は、
別に使用目的の証明書の提出が必要になります。

申請期限　５月２４日（月）まで（期限厳守）
　※身体障害者手帳等に記載されている障害及び等級により判定します。
【受付・問合せ】税務課　課税係　☎７３－８８０１

平成２２年度の固定資産税納税通知書を
５月６日に送付します

軽自動車税が減免になります


